
前前期期計計画画（（平平成成２２２２年年度度～～平平成成２２６６年年度度））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行「宮っこ 子育ち・子育て応援プラン」の施策体系 ～各部会での審議事項～ 

基本施策 施策の方向 施策事業 基本目標 

Ⅰ．次代を担う子どもた

ちや若者が心豊かに

たくましく成長でき

る社会の実現 

Ⅱ．妊娠・出産や子育ての

希望がかなえられる

社会の実現 

Ⅲ．地域全体で子育ち・子

育てを支えあう社会

の実現 

資料５－① 

・ワーク・ライフ・バランス推進のための事業者訪問

の実施 

・企業啓発セミナーの開催 など 

・「働くあなたのサポートガイド」の作成・配布 

・パパのための子育て講座 など 

・保育園等訪問相談事業 

・子ども発達相談室事業 など 

・重症心身障がい児プール活動支援事業 

・通園(かすが園・若葉園)事業 など 

・日中一時支援(放課後支援型)事業 

・重症障がい児者医療的ケア支援事業 など 

・こんにちは赤ちゃん事業  

・養育支援訪問事業 など 

・体力向上に関する指導の充実 

・薬物乱用防止，喫煙防止普及啓発事業 など 

・小中一貫教育と地域学校園の推進 

・幼保小連携による交流事業 など 

・青少年の総合相談事業 

・キャリア教育の充実 

・若者自立支援合同相談会 など 

・宮っ子ステーション事業 

・中高生と乳幼児のふれあい交流事業 

・青少年の居場所づくり事業 など 

・赤ちゃんの駅事業 

・公共建築物のバリアフリー など 

・不審者や災害等に関する安全教育の充実 

・「ネットいじめ等パトロール・相談事業」の推進 

 など 

・保育所と認定こども園における保育サービス量の拡大 

・家庭的保育事業（保育ママ）の推進 など 

・一時預かり事業 

・病児・病後児保育 など 

・保育所における質の向上のためのアクションプログ

ラムの策定 

・保育士等の資質・専門性の向上 など 

・妊婦一般健康診査 

・妊産婦医療費の助成 など 

・性と健康に関する思春期の健康教育 

・不妊治療費助成 など 

・保育所優先入所の実施 

・母子家庭等日常生活支援事業 など 

・ひとり親家庭等の自立支援プログラム策定事業 

・母子家庭等就業・自立支援センター事業 など 

・母子自立支援員等による生活・就業等相談  

・母子寡婦福祉団体の自立的経営のための支援 

など 

・ファミリーサポートセンター事業  

・子育てサロン（地域子育て支援拠点事業） 

・青少年巡回指導活動 など 

・子育て情報提供事業 

・教育相談事業 など 

・ふれあいのある家庭づくり事業 

・家庭教育サポーターの養成 など 

・児童虐待未然防止等推進事業 

・児童虐待防止等ネットワーク会議 など 

(２) 働き方の見直しへの支援の推進 

(１) 障がいの早期発見・早期支援の推進 

(２) 療育・教育の推進 

(３) 家族支援の推進 

(１) 乳幼児の健やかな育ちへの支援の推進

(２) 学童期・思春期における健康づくりの

支援の推進 

(１)心豊かでたくましい子どもを育てる 

環境づくりの推進 

(２) 確かな学びのための環境づくりの推進

(１)待機児童の早急な解消 

(２)多様な保育サービスの充実 

(１)妊娠中や産後の健康支援の充実 

(２)計画的な妊娠や不妊への支援の充実 

(１)子育て・生活環境の充実 

(２)自立した生活に向けた支援の充実 

(２)相談支援体制の充実と情報の効果的な

発信 

(３)ふれあいのある家庭づくりの推進 

(４)子どもの権利を守る環境づくりの推進 

(１) 企業等における取組みへの支援の推進

(３)保育の質の向上 

(１)地域ぐるみで子どもを育てる環境 

づくりの推進 

(３)情報提供・相談と相互扶助による 

支援の充実 

(３) 若者の社会的自立に向けた支援の推進

８．家庭や地域における子

育てを支援します 

７．ひとり親家庭等の自立

を支援します 

６．妊娠・出産の支援体制

を充実します 

５．保育サービスを充実し

ます 

４．仕事と生活の調和(ワ 

ーク・ライフ・バランス)

の実現を支援します 

２．子どもの心や体の健康

づくりを支援します 

青少年部会

審議事項 

青少年部会

審議事項 

ひとり親 

部会 

審議事項 

教育・保育

部会 

審議事項 

教育・保育

部会 

審議事項 

１．たくましい子どもの育

ちと若者の自立を支援

します 

３．障がいのある子どもの

健やかな発達を支援し

ます 

① 

① 

③ 

② 

② 

① 青少年部会・・・・・主に思春期以降の青少年を取り巻く環境等を踏まえ，社会的自立に困難を抱える若者の問題など，課題と対応策の検証を審議。 

② 教育・保育部会・・・子ども・子育て支援新制度の導入に向け，「子ども・子育て支援事業計画」において実施する施策の方向性等について検討を行っている。 

③ ひとり親部会・・・・仕事と子育てを一人で担わなくてはならないひとり親の現状（就労や収入等）を分析し，課題と対応策の検証を審議。 

(１)子育てバリアフリーの推進 ９．子育てにおける安全安

心の環境を整えます 

(２)子どもの安全安心の推進 


